
西大袋土地区画整理事業の事業計画（第９回変更）について 

 

 

 

１ 変更の概要  施行期間及び資金計画の変更 

 

（１）施行期間 変更前 ２０２９年３月３１日まで 

        変更後 ２０３７年３月３１日まで（８年間の延長） 

 

今後整備が必要となる事業の精査を行うとともに、換地処分に向けた出来形

確認測量や換地計画作成等の実施期間の見直し、さらに清算金徴収事務（５か

年）の実施期間の算入を考慮し施行期間を設定。 

 

（２）資金計画 変更前 総事業費 ４２９億３,０００万円 

        変更後 総事業費 ４７９億８,２８０万円（約５０.５億円の増額） 

 

    今後必要となる移転補償費、公共施設整備費、換地諸費等を精査し、総事業

費を４７９億８,２８０万円（約５０.５億円の増額）とする。 

増額となる５０.５億円の財源    国庫補助事業対象費 約３４億６千万円 

保留地処分金    約 １億   円 

市単独費      約１４億９千万円 

 

 

２ 事業計画変更の日 令和６年（2024年）３月２７日告示 

 

 


